
里庄町から
児童手当を受給
している

養育し、生計
同一又は維持
している子ど
もが３人以上
いる

公務員又は他
の市町村から
受給している

その中に大学
生年代の子ど
もがいる

※子ども：
22歳に達した後
最初の3月31日
（22歳年度末）
までの子ども

はい

いいえ

手続きは不要です。

はい

いいえ

「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担に
ついての確認書」の提出が必要です。
提出期限：令和６年10月31日

はい

※大学生年代：
高校卒業の年齢
から22歳年度末
までの子ども

※大学生年代の子どもを養育している場合は、その子を第３子以降加算
のカウントに含めるための申請が必要です。お子様の進学・就職や、同
居・別居にかかわらず、一部でも経済的負担をしていれば、カウントに
含めることができます。

勤務先、受給
先の市町村へ
確認してくだ
さい

はい

いいえ

「新規認定請求書」の提出が必要です。
ご夫婦の場合、所得の高い方が申請者となります。
提出期限：令和６年10月31日

はい

手続きは不要です。
いいえ

児童手当の支給対象では
ありません。

いいえ

高校生年代ま
での子どもが
いる

児童手当申請手続き
確認要否フローチャート

対象世帯には申請書類を同封していますので、健康福祉課へご提出ください。 【問合せ先】里庄町健康福祉課 ℡0865-64-7211


